
協会けんぽへの定期健診結果データの提供は法令で義務付けられています
定期健診結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」および「健康保険法」により義務付けられています。
ご提供にあたり、事業者が個人情報保護に関する責任を問われることはありません。

定期健診（事業者健診）の結果を
協会けんぽにご提供ください！

提供の対象となる方 協会けんぽのご加入者
※ただし、今年度の生活習慣病予防健診等、協会けんぽの補助を利用した健診を受診される（された）方を除きます。

定期健診結果データの提供のメリット

1従業員様の健康管理に
役立ちます 3自社の健康づくりに

活用できます

健診結果により生活習慣病発
症のリスクが高いと判断され
た方は、特定保健指導（専門家
による健康サポート）が無料で
受けられます。

2従業員様の利便性が
向上します

マイナポータル上で従業員様
（ご本人）が健診結果を閲覧
できます。また、ご本人同意の
もと、診療や薬局での処方に
活用できます。

従業員の健診結果や生活習慣について
数値やグラフ等で事業所内の健康度を
見える化した「事業所健康度カルテ」に、
健診結果を反映できるようになります。
※健診受診者が10人以上の事業所様が対象

876-5432

お問い合わせ番号：87654321

     事業主様
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京都市○〇区○○通○○下ル○〇町876

サンプルA

事業所健康度カルテは、事業所単位での健診・保健指導の実施率や、健診結
果及び加入者の日常の食生活や生活習慣について、数値やグラフ、レーダーチャート
等で見える化した資料です。貴社の健診・保健指導の実施状況や、健康状態の現状
(特徴)を把握し、従業員さまの健康づくりに取り組む際の参考としてご活用ください。

※提供したデータ等のご利用は、貴社内に限りますようお願いいたします。
※対象者が少数となるデータ等は、該当欄を「 - 」と表示しております。
※今後、毎年９月頃に事業所健康度カルテを提供する予定です。

事業所健康度カルテ

2025年度発行

協会けんぽ京都支部では、加入事業所様のより一層の健康づくり推進のため、
「健康経営®」に取り組むことを宣言した事業所を認定し、サポートする
「京から取り組む健康事業所宣言」を実施しています。まだ、エントリーされていない事業所様はこの機会にぜひ、エントリー

してください。 ※健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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「協会けんぽ京都支部」または協会けんぽ京都支部が委託している
「東京ソフトビジネス株式会社」から定期健診結果データの提供をご依頼する場合があります。

健康保険きょうと2025
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京都労働局および京都府とともに、定期健診結果データの取得を推進しています。

方法１ 健診機関を通じて健診結果を提出

主な提供方法

事業所様から「提供依頼書」を京都支部へ提出して
いただき、健診機関から結果データを受領します。 データ提供が可能な

健診機関一覧はこちら

方法2 事業所様から健診結果票の写し（紙）等を提出
従業員様の健診結果をコピーし、京都支部までお送りください。

方法１で健診機関がデータ提供できない場合

提供依頼書は京都支部
までお送りください

詳しい提出手順等は
こちら▶

おすすめ！



事業所様へご協力のお願い
健診後の健康管理は、仕事を順調に進めるうえ
で非常に重要です。
健診結果で「要精密検査」「要治療」と判定された
従業員様に受診を勧めていただき、受診したか
どうかのご確認をお願いします。

●健診機関や、協会けんぽの保健師から、
　電話や文書で受診の必要性をお伝えしています。
　（勤務先へお電話することがございますのでご了承ください）

●対象者のご自宅へ複数回ご案内を送付しております。
　ご案内が届いた方は、必ず医療機関のご受診を！

『要精密検査』『要治療』
放置

『要精密検査』『要治療』の
健診結果を放置していませんか？
健診は受診するだけでなく、受診後の行動が最重要です！

令和８年１月より電子申請がスタートします！

放置していると深刻な病気につながる恐れがあります。

「日常生活へ支障をきたす」
「高額な医療費がかかる」
といった可能性も…

生活習慣病に関する健診項目

収縮期血圧

拡張期血圧

空腹時血糖

HbA1c

LDLコレステロール

医療機関をただちに受診

１６０ｍｍHg以上

１００ｍｍHg以上

１２６mg/dL 以上

６.５％以上

１８０mg/dL 以上

※案内のイメージです。変更となる場合がございます。

胸部X線検査の結果で「要治療・要精密検査」と判定された方にも受診勧奨を行います令和7年10月より

<健診受診６か月後>

協会けんぽより受診勧奨を行っております

令和８年１月よりオンラインで各種給付金の申請ができる電子申請
がスタートします。
電子申請は郵送に係る手間が必要ないことや、申請後の処理状況が
オンラインで確認できること等、メリットがたくさん！
ぜひご活用ください。

詳しくはこちら

詳しくは二次元コードからご覧ください
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①裏面の①～④を
　記入してください。

②記載内容が隠れるように、
　個人情報保護シールを
　しっかり貼りつけてください。

※情報保護シールは
　宛名面左側にございます。

③郵便ポストへ
　投函してください。

ハガキのご使用方法

裏面の記入欄に情報保護シールを
貼って投函してください。

同じご住所へ再度ご案内をお送りするほか、
お勤め先へご連絡させていただく場合も

ございます。あらかじめご了承ください。

※宛名が異なる場合は、お手数ですが誤配達である旨を
ふせん等にご記入のうえ、郵便ポストに投函してください。

郵 便 は が き

料金受取人払郵便

差出有効期間
2026年10月
31日まで

（切手不要）

京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28-2大和証券京都ビル2F
8：30～17：15（土日祝・12/29～1/3除く）075-256-8630（代表） 受付時間

発行者


